
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算

介護老人保健施設さとまち 及び介護老人保健施設ユニットさとまちでは、
下記のサービスにおいて、介護職員処遇改善加算Ⅰ、介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ及び介護職
員等ベースアップ等支援加算を取得しています。

 ● 介護老人保健施設
 ● 短期入所療養介護
 ● 介護予防短期入所療養介護
 ● 通所リハビリテーション
 ● 介護予防通所リハビリテーション

2022 年度の介護職員の処遇改善の取り組みは以下のとおりです。

□介護職員処遇改善加算Ⅰ
 ■ 賞与（一時金）を上乗せし、賃金改善を図ります。
 ■ 職務やスキルに応じて、「処遇改善手当」として支給します。

□介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ
 ■ 前年の年収が440 万円を超えない職員に対し、法定福利費を除いた金額を
  『特定処遇改善手当』として支給します。
 ■ 支給対象となる職員を①②③グループに分け、グループごとに調整した金額を支給します。
 　① 経験10 年以上の介護福祉士でリーダー職に就いている職員
 　② ①以外の介護職員
 　③ ①②以外の職種で年収440 万以下の職員

□介護職員等ベースアップ等支援加算
 ■ 前年の年収が440 万円を超えない職員に対し、法定福利費を除いた金額を
  『ベースアップ等支援手当』として支給します。
 ■ 支給対象となる職員を①②③グループに分け、グループごとに調整した金額を支給します。
 　① 経験10 年以上の介護福祉士でリーダー職に就いている職員
 　② ①以外の介護職員
 　③ ①②以外の職種で年収440 万以下の職員
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